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別紙１ 　平成１7年度事務事業評価調書（継続用）　　　　北広島市

整理番号 48-4 事務事業名 スポーツ教室開催事業 作成部署
生涯学習部総合体育

館
372-0808

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務　 部長職名 山内平一郎 課長職名 松尾定治 作成日 平成１７年６月

　事務事業開始年度 Ｓ６１
根拠法令等 スポーツ振興法第７条

　〃 終了予定年度

市民のスポーツ・レクリエーションニーズへの対応と同時に、いきいきと健康で生きがい
ある人生を築いてもらう。

上位施策との関
連（総合計画での
位置付け）

章 豊な心と個性ある文化をはぐくむまち

　目　　　的
(ここから成果
指標を導きま
す）

施策 スポーツ教室開催事業 施策）

今年度については、６教室を実施する。

事務事業開始の
きっかけ（導入当
初の目的等）

昭和６１年の開館以来スポーツ・レクリエーション活動の拠点施設として市民のニーズと必要性を勘案
し各種スポーツ教室を実施

１　計　画　（プラン）

節 スポーツとレクリエーション

　　　意　　図
（何をねらっている
のか｡対象をどのよう
な状態にしたいの
か）

対　　象
(誰､又は何を) 市民

２　実　施　（ドゥ）

　手　　　段
(ここから活動
指標を導きま
す）

市が行った
（行う）事務事
業の具体的
な実施内容
（※団体補助
等の場合は
その補助金
による団体の
活動内容を
記載）

１6
年
度

まで

昭和６１年の開館当初からスポーツ・レクリエーション活動の拠点施設として市民に対す
るスポーツ・レクリエーション機会の提供に努め、各種スポーツ教室の参加を経てスポー
ツ・レクリエーションサークル・団体の増加につながり、市民の主体的な活動も行われて
いる。

17
年
度

【事業費の推移】 （単位：千円）

区　　　　分 １５年度（決算） １６年度（決算） １７年度（予算） １８年度（予定）

直接事業費

国支出金

地方債

96

道支出金

145

一般財源 283 241 208 208

その他特財 93 145

①合　計 376 337 353 353

人 　件 　費
（概算）

②人　数（年間） 0.10 0.10 0.10 0.10

③１人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000

④＝②×③ 900 900 900 900

1,276 1,237 1,253

9,000

1,253

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

指　　　標 指　　　標(算式）
指　　　　　標　　　　　値

１５年度 １６年度 １７年度（目標） １８年度（目標）

　総　事　業　費 ①＋④

活動指標 各種教室数開催回数 8回 6回 6回 6回

（事務事業の
活動量や実
績）

成果指標 参加者総数 221人 221人 230人 230人

（目的の達成
度を測るもの
さし）

効率指標 参加者1人当りコスト 5,700円 5,600円 5,400円 5,400円

（主要活動単
位当たりコスト）

（総事業費÷教室参加総数）



整理番号 48-4

３　評　価　（チェック）と改善（アクション）
事務事業を取り巻く
社会環境の変化や
今後の予測・他市
町村の動向等

市民の健康・体力づくりに対する興味関心は高く、スポーツ・レクリエーションに対するニーズは多様化
している。今後もその需要はますます増加する思われ、市民のニーズを把握し、スポーツ・レクリエー
ションに親しむ機会を提供し、自らが主体的に取り組む健康づくりの支援に努める必要がある。

項　　目 判　定 判定の説明や課題 改善の方法
行政関与の妥当性 □適切 総合体育館ソフト事業については市民

の健康・体力の保持増強のため必要
であるが、より市民ニーズに的確に対
応するため、市民自らが企画し運営す
る事業展開が必要と考える。

民間・ＮＰＯへの委託化が考えられ
る。

【市が実施すべき事務事
業ですか。市民・企業等
での実施可能性はありま
せんか】

■改善の余地
あり(⇒改善の
方法記入）

目的の妥当性 ■適切

市民の健康・体力の保持増進や市民
が主体的に活動するための機会提供
は必要である。

【社会経済情勢や市民
ニーズの変化などから、
設定した対象や意図は妥
当ですか】

□改善の余地
あり(⇒改善の
方法記入）

手段の妥当性 □適切

市民ニーズは多様化し、今後ますます
その需要は高まるものと考える。

民間・ＮＰＯへの委託化が考えられ
る。

【現在の手段は適切です
か。もっと効率的で有効
な手法はありませんか】

■改善の余地
あり(⇒改善の
方法記入）

受益者負担の妥当性 □適切 受益者負担については、受講料として
参加者から徴収している。コスト面から
考えても妥当であると考えるが、事業
費を参加者で負担しあう方法も考えら
れる。

受益者負担の見直し等については、
民間・ＮＰＯへの委託化の実現により
可能である。

【受益者負担の適正化の
余地はありませんか】

■改善の余地
あり(⇒改善の
方法記入）

□該当しない

【有効性と効率性の評価と改善の方法】
項　　目 判　　定 判定の説明や課題 改善の方法

有効性の評価 □十分成果が上がっている
各種教室参加者については、自らが
主体的に継続している姿をみると概ね
成果は上がっているものと考えられ
る。

【意図した成
果は上がって
いますか】

□概ね成果が上がっている

□あまり成果が上がっていない

□成果が上がっていない

効率性の評価 □十分効率的

現状では概ね効率的と言える。しかし
委託等により、より効率的な事業実施
が可能であると考える。

民間・ＮＰＯへの委託等により、より効
率的な事業実施が可能となる。

【手法は効率
的ですか。コ
スト節減の方
法はありませ
んか】

□概ね効率的

□やや非効率

□かなり非効率

【事務事業担当部局内優先度】
※部局で所管するすべての事務事業の中で、この事務事業の位置づけはどの程度ですか

□Ａ 　　　 ■B    　　□C

事務事業担当部局
の総合判定

□拡大・重点化する

４　総合判定と今後の方向性
【１次評価】 　判　　　　定 今後の方向性や改善方法など

【上記３の評価と改
善を踏まえ、今後の
方向性についての総
合判定と改善方法等
を記入】

■見直しの上で継続する

□統合する(検討含む）

□縮小する(検討含む）

□廃止・休止する(検討含む）

□終了

□廃止・休止する(検討含む）

□終了

　市民ニーズに応じたスポーツ・レクリエーションの提供するために
も民間・ＮＰＯなどへの委託化が必要と考える。

□現状のまま継続する

【２次評価】 　判　　　　定 今後の方向性等

行財政構造改革推
進本部の総合判定

□拡大・重点化する

　体育課の「各種スポーツ教室開催事業」との統合について検討す
ること。

□現状のまま継続する

□見直しの上で継続する

■統合する(検討含む）

□縮小する(検討含む）


